
 

 

第16回 よこはまウォーキングポイント共同事業者選定等委員会 

 

令和４年８月４日（木） 

14 時 30 分～16 時 30 分 

帆船日本丸訓練センター第３会議室 

 

 

議  題  

 

 

１ 令和３年度の事業実績及び４年度の取組について【資料１】 

２ 令和３年度 利用状況報告書について【資料２】 

３ 生活習慣病および医療費への影響分析について【資料３】 

４ その他【事務連絡】 

 



 

○よこはまウォーキングポイント共同事業者選定等委員会条例 

平成 25 年 12 月 25 日 

条例第 64 号 

よこはまウォーキングポイント共同事業者選定等委員会条例をここに公布する。 

よこはまウォーキングポイント共同事業者選定等委員会条例 

(設置) 

第 1 条 よこはまウォーキングポイント事業(歩数計によって計測された歩数に応じてポイントが付与

され、当該付与されたポイントを物品の交換等に活用できることによって、市民等が楽しみながら継

続して健康づくりに取り組むことを推進する事業をいう。以下同じ。)の適正な運営を図るため、市長

の附属機関として、よこはまウォーキングポイント共同事業者選定等委員会(以下「委員会」という。)

を置く。 

(所掌事務) 

第 2 条 委員会は、市長の諮問に応じて、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について

調査審議し、答申し、又は意見を具申する。 

(1) よこはまウォーキングポイント事業を横浜市と共同して行う事業者の選定に関すること。 

(2) よこはまウォーキングポイント事業の評価及び検証に関すること。 

(3) その他よこはまウォーキングポイント事業に関し市長が必要と認める事項 

(組織) 

第 3 条 委員会は、委員 8 人以内をもって組織する。 

2 委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。 

(委員の任期) 

第 4 条 委員の任期は、2 年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

2 委員は、再任されることができる。 

(臨時委員) 

第 5 条 市長は、委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員

若干人を置くことができる。 

2 臨時委員は、市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。 

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。 

(委員長) 

第 6 条 委員会に委員長を置く。 

2 委員長は、委員の互選によって定める。 



 

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その

職務を代理する。 

(会議) 

第 7 条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が

行う。 

2 委員会は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含

む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところ

による。 

(部会) 

第 8 条 委員会に、部会を置くことができる。 

2 部会は、委員長が指名する委員又は臨時委員をもって組織する。 

3 部会に部会長を置き、委員長が指名する。 

4 第 6 条第 3 項及び第 4 項の規定は部会長の職務について、前条(第 1 項ただし書を除く。)の規

定は部会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、第 6 条第 3 項及び第 4 項並び

に前条第 1 項本文及び第 3 項中「委員長」とあるのは「部会長」と、第 6 条第 3 項及び前条中「委

員会」とあるのは「部会」と、第 6 条第 4 項及び前条第 3 項中「委員」とあるのは「部会の委員」と、

同条第 2 項中「委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた」とあるのは

「部会の委員(当該部会に委員長に指名された臨時委員がある場合にあっては、その」と読み替え

るものとする。 

(関係者の出席等) 

第 9 条 委員長又は部会長は、それぞれ委員会又は部会において必要があると認めるときは、関

係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めるこ

とができる。 

(庶務) 

第 10 条 委員会の庶務は、健康福祉局において処理する。 

(委任) 

第 11 条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に

諮って定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



 

○横浜市の保有する情報の公開に関する条例 

平成 12 年 2 月 25 日 

条例第 1 号 

横浜市の保有する情報の公開に関する条例をここに公布する。 

横浜市の保有する情報の公開に関する条例 

 

 (会議の公開) 

第 31 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 138 条の 4 第 3 項及び地方公営企業法(昭

和 27 年法律第 292 号)第 14 条の規定に基づき設置する審議会等の附属機関(以下「附属機

関」という。)の会議は、公開する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

(1) 他の法令等に特別の定めがある場合 

(2) 非開示情報に該当する事項を審議する場合 

(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認められ

る場合で、附属機関の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこととした場合 

(平 23 条例 50・一部改正) 

 

 


